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【論文要旨】

わが国における93年リース会計基準は税務とは無関係に国際的調和化をスローガンとして設定

されたのか。本稿は，国際会計基準の国内化と租税との関係を根本的な研究テーマに据え，かかる

研究テーマを解明する予備的作業として，1993年に企業会計審議会から公表されたリース会計基

準「リース取引に係る会計基準に関する意見書」（93年リース会計基準）の制定理由について上記

の検討課題から再検討を加えるものである。

先行研究によれば，同基準は，ディスクロージャーの拡充や IAS 第17号とのファイナンス・

リース取引における『売買処理』による調和化を図るためと称して「経済的実質優先」思考の下で

『売買処理』が導入されたとみなされている。しかしながら，公表以前に日本では税務通達の次元

で徴税目的の下で「売買処理」がリース取引の処理に導入されていた。税務通達上の売買処理は

93年リース会計基準上のそれとは性質を異にするものであるが，会計基準と税務通達の比較によ

る本稿での再検討の結果，同基準では確定決算主義との関係からこの徴税目的に資するための「売

買処理」を採用している側面がより明確となった。この点は従来の先行研究では言及されていなか

った点である。このことから，同基準の売買処理には，「国際的調和化」をスローガンに掲げなが

らも，税務通達による影響は否定できなかった論理的必然性が存在していたといえる。

【キーワード】 93年リース会計基準，税務通達，売買処理，国際的調和化，確定決算主義
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はじめに

国際会計基準審議会（The International Accounting Standards Board，以下，IASB と略）によ

る国際財務報告基準（International Financial Reporting Standards，以下，IFRS と略）第16号

「リース｣1 や，財務会計基準審議会（Financial Accounting Standards Board，以下，FASB と略）

による会計基準アップデート20162「リース｣2 の公表により，これらの基準においては，使用権

モデルの適用の下すべてのリース取引のオンバランス化が求められるようになった3。現在，わが

国では，これらのリース会計基準の国際的統合または収斂に対して，どのように対応していくのか

が検討されている。

わが国のリース会計基準の国際的統合または収斂の端緒は，1993年に遡る。最初にリース会計

基準として設定されたものは，1993年に企業会計審議会から公表された「リース取引に係る会計

基準に関する意見書」（以下，93年基準とも略）である。その実務指針は，翌年1994年に公表され

た「リース取引の会計処理及び開示に関する実務指針」である。93年基準は文献上，国際会計基

準第17号（以下，IAS 第17号と略）とそれ以前の英米の会計基準との「国際的調和化｣4 により

「売買処理」が導入されたとされている。この93年基準の会計処理は，ファイナンス・リース取引

に売買取引に係る方法に準じた会計処理（以下，売買処理とも略）を要求することにより，貸借対

照表にオンバランス化をすることを原則とするものである5。ところで，93年基準以降に公表され

たリース会計基準には，現行基準である2007年に企業会計基準委員会より公表された企業会計基

準第13号「リース取引に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」（以下，現行基準と略）が存在する。現行基準では，93年基準において所

有権移転外ファイナンス・リース取引に容認されていた通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理（以下，賃貸借処理とも略）が廃止された6。これにより，ファイナンス・リース取引は売買

処理に一本化されたのである7。ここで，疑問としてこれらの売買処理は，基準上租税との関係は

論じられていない点が挙げられる。そこで，本稿では国際会計基準の国内化と租税との関係を根本

的な研究テーマに据え，次のことを具体的な検討課題とする。
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わが国における93年リース会計基準は国際的調和化をスローガンとして，税務とは無関係に設

定されたのか。上述のようなリース会計基準のオンバランス化の議論は93年基準に遡ることがで

きる。その会計処理は現行基準と同様ファイナンス・リース取引にオンバランス処理を要求するも

のであり，両者には一貫性が存在する。したがって，前述の研究テーマを解明する予備的作業とし

て，上記の検討課題のもと，93年基準を取り扱いその制定理由を再検討することで，93年基準に

おける国際会計基準と租税の関係性を明らかにするものである。

こうした関係性を明らかにすることには 2 つの意義が存在する。第一に，国際会計基準の国内

化と租税との関係性に対して93年基準という側面から一考察材料としてその方向性を示唆すると

いう点である。第二に，わが国で最初に公表されたリース会計基準である93年基準を取り扱うこ

とでリース会計基準の制度構造により深い理解を得ることに寄与するという点である。93年基準

及び現行基準が要求する会計処理は共にオンバランス化という同様の傾向がみられる。よって，

93年基準を研究することで現行基準の制度構造にも通ずる認識を得ることは可能と思われる。ま

た，オペレーティング・リース取引のオンバランス化が IASB 及び FASB で求められるようにな

ったことを踏まえれば，今後のわが国のリース会計基準の制度構造を考察する上でもその意義が存

在するであろう。

本稿では，93年基準の制定理由の検討に際して租税との関係性の観点から93年基準公表以前ま

で主なリース会計処理の実務指針であった税務通達，即ち◯1978年（昭和53年）に発遣された通

達「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱いについて」（以下，昭和53年通達とも略）及び◯

1988年（昭和63年）に発遣された税務通達「リース期間が法定耐用年数よりも長いリース取引に

対する税務上の取扱いについて」（以下，昭和63年通達とも略）を取り上げる。これらの税務通達

の処理を93年基準の処理と比較及び分析することにより，その制定理由を論理的側面から再検討

する。

本稿はリース会計制度を研究するにあたり，ここでは租税の観点から考察を展開するものであ

る。その際，次の見解に依拠している。

「他の社会制度とは異なり，会計制度は次の特質を有している点に注意しておく必要がある。

会計制度は，一定の規則に従った計算構造を経て利益を算出し，この大きさによって決定され

る租税や配当公共料金などの経済現象に対して社会的合意を形成するための仕組みであるとい

う点である。確かに，こうした経済現象は，会計を欠いても現出し得るであろう。しかし，現

代社会では，これでは所要の社会的合意は形成され難い。租税や配当，公共料金等の経済現象

にとって，会計のもつ社会的合意形成能力は，密接不可分の関係にある。『個別主体の会計』

（実務と称される業務）という狭い認識設定から離れ，租税や配当，公共料金などの経済現象

の現出に向けた社会的合意形成に奉仕する仕組みという広い視点から会計を捉えるならば，殆

どの文献に見られる従来の（企業）会計の分野（財務会計，税務会計，管理会計）に対する分
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析視角の在り方も自ずと定まってくる。8」

このように，会計制度が租税や配当，公共料金の決定などの経済現象に対して，社会的合意を形

成するための仕組みである点に着目する。この思考を研究の基礎に位置据えた場合，リース取引に

対する研究方法も自ずと明らかになるであろう。すなわち，リース会計制度が何をもって，その社

会的合意形成を果たしているかという点である。さらに，研究において利益や租税といった「金額

的要素」が重視されている。なぜなら，会計制度は「金額的要素」を以て，その合意形成を果たす

からである。以下，設例を用い取引の金額的要素を見据え，それらの作用を析出しわが国における

93年リース会計基準の制定理由を明らかにするものである。

その構成は以下のとおりである。第章では先行研究として，他の論者が，93年基準の制定理

由をどのように論じているかを示す。第章では，本稿の主たる研究素材である93年基準の制定

理由及び会計処理を示す。また，例外として容認された所有権移転外ファイナンス・リース取引の

賃貸借処理を，設例にて考察を行う。第章では，租税の観点として昭和53年通達，昭和63年通

達を取り扱う。これら通達の発遣理由及び税務処理を設例により記述する。第章では，93年基

準と昭和53年通達及び昭和63年通達における会計処理及び税務処理を比較することで，93年基準

の制定理由の再検討を行う。「おわりに」では，本稿の結論を述べる。各章の設例は，93年基準，

昭和53年通達，昭和63年通達にて各々が取り扱っている取引を設例として扱うものとする。ま

た，図表や設例はリース取引においてその論点の中心は賃借人であるため主に賃借人の処理を中心

に論じる。

 先行研究

93年基準に関する研究は，多数の論者により行われている。本章は，先行研究として，93年基

準に関する文献を取り上げ，どのようにその制定理由が論じられてきたのかに着目し，整理する。

こうした提示を通じて，制定理由への考察を深めるものとする。ここでは，検討が十分になされて

いると評価されているものとして，茅根聡の論文「リース会計基準をめぐる国際的調和化の意味―

IAS 第17号との関連において―」（1994年），高木克己の論文「オフバランス取引の会計と税務―6

完―リース取引」（1997年）の 2 つの文献を取り扱う。

. 茅根聡の所説

茅根は，上記の論文では，わが国のリース会計基準の設定は，国際会計基準との国際的調和化を

図るものであるとしている9。そこでは，IAS 第17号「リース会計処理」を93年基準と比較するこ
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とで，リース会計基準における国際的調和化とはどのような意味をもつのかを検討している10。

上記論文の「おわりに」では，次のような結論が展開されている。

「リース会計基準は国際会計基準の導入というシナリオの中で鋭意検討されたものであろう。

しかし，IAS 第17号との比較検証から明らかなように，リース会計基準は，我が国企業会計

の特殊性として位置づけられる制度的環境要因及びその派生要因との相互作用によって，それ

らが国際的調和化の阻害要因として働き，形式面での調和にとどまることが理解できよう。す

なわち原則はオンバランス化であるが実態としては，脚注表示による資本化基準としての機能

を果たすことが予想される。このような「形式一致，実質乖離」という開示の方向性はある意

味では国際的調和化の難しさや限界を物語るものといえよう。11」

要するに，国際的調和化が制定理由として存在するが，リース業界等の制度的環境要因などによ

り，所有権移転外ファイナンス・リース取引の例外処理や重要性の原則による脚注表示などが設定

され，結果「形式一致，実質乖離」の形式面での調和にとどまっているとしているのである。

. 高木克己の所説

高木は，上記の論文では，わが国の会計実務では，リース取引に対して国税局による通達により

会計処理がなされていた背景に言及しつつ「本稿では，税務上の取り扱いとの関連において，「リー

ス会計基準」の特徴を明らかにし，税務上の取り扱いについての今後のあり方等を検討する。12」

とし，リース会計基準と税務の関係性を研究方法としている。

リース取引の会計基準と税務の関係性を高木は以下のように述べている。

「リース会計基準は，経済的実質を優先する考え方から，ファイナンス・リース取引について

は，売買取引に準じた会計処理をすることを原則として，借手側にオンバランスを求めてい

る。一方，税務上の取扱いは，リース取引の法形式を重視した賃貸借処理が原則的取扱いにな

っており，そこに「課税の公平性」という観点から一部売買取引と認められるものを規定する

という構造になっている。税務上，いわゆる実質主義が論拠となっている。リース取引に対す

る基本的な考え方は両者に相違はないが，原則処理が異なるために，「リース会計基準」にお

いて，ファイナンス・リースを二つに区分し，「所有権移転外リース」に売買処理と一定の注

記をすることを条件に賃貸借処理を認めている。これは前述のように，税務上の取扱いとの調

整あるいは業界の要望を入れた結果だとされるが，本来「会計基準」が持つべき規範性，準拠
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性を自ら放棄して，税務上規制されている会計実務の現実を追認したものになってしまった。

この結果，その選択が企業の意志に委ねられることから，ほとんど「五三年通達」にしたがっ

て処理されることが予想され，「リース会計基準」の趣旨であるリース取引をオンバランス化

することによって，その経済実態を開示し企業間の比較可能性を高めるという観点からすると

その実効性に疑問が残る。13」

ここでは，リース会計基準と税務の関係性として，リース取引に対する基本的な考え方はともに

経済的実質を優先するものとして，両者に相違はなく，なぜ原則処理が異なるのかの記述はないも

のの，事実として原則処理が異なるものであるとしている。また，「所有権移転外リース」の賃貸

借処理は，税務上の取扱いとの調整あるいは業界の要望を入れた結果だとして，会計基準が税務通

達の処理を追認したものとしている。

以上，先行研究として93年基準に関連した文献を取り扱った。茅根においては，IAS 第17号と

の比較から93年基準の研究が，高木においては，会計基準と税務を扱った研究が展開されてい

た。両者に共通する点は，93年基準が「ディスクロージャーの拡充」や「国際的調和化」の観点

から制定されているが，所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸借処理は，税務上の取扱い

との調整あるいは業界の要望を入れた結果だとしている点である。

しかしながら，ファイナンス・リース取引の原則処理である売買処理と租税との関係は等閑に付

されている。本稿では，この点に着目していきたい。

 年リース会計基準の構造

. 年リース会計基準の特徴

本章では，本稿における主題である1993年 6 月17日に当時の大蔵省の企業会計審議会から公表

された93年基準「リース取引に係る会計基準に関する意見書」を取り扱う。

93年基準によれば，公表された当時は，実務においてわが国に新しい設備調達手段としてリー

ス取引が導入されてすでに30年が経っており，平成 3 年度におけるリース取引による設備投資額

の民間設備投資額に占める割合は7.6に達しているとした14。このような現状を踏まえ，93年基

準の「リース取引に係る会計基準の設定について」の「一」では次のように述べている。

「我が国の現行の企業会計実務においては，リース取引は，その取引契約に係る法的形式に従

って，賃貸借処理として処理されている。しかしながら，リース取引の中には，その経済的実

体が，当該物件を売買したものと同様の実態にあると認められるものがかなり増加してきてい
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17 新井清光，北村吉弘『リース会計と実務』税務経理協会，1995年，3 頁。

18 IASC，International Accounting Standard No17: Accounting for Leases, September 1982.

19 Ibid, par.2.（茅根聡，『リース会計』新世社，1998年，60頁。）

20 Ibid, par.3.（茅根聡，同上書，60頁。）

21 Ibid, par.5.（茅根聡，同上書，60頁。）

IAS 第号におけるファイナンス・リース取引の判定基準

所有権移転基準 リース期間の終了日までに借手に資産の所有権が移転される場合。

購入選択権基準 借手に当該資産の購入選択権が与えられており，かつその購入価格が選択権の行使の

日の公正価値より十分に低いと予想されるので，リース開始日に当該選択権行使が合

理的に確実視される場合。

経済的耐用年数基準 リース期間が，所有権が最終的に移転するか否かにかかわらず，当該資産の耐用年数

の大部分を占める場合。

現在価値基準 最低リース料総額のリース開始日における現在価値が，リース開始日にリース資産の

公正価値のうち相当の金額以上である場合。

（出典） IASC, International Accounting Standard No17: Accounting for Leases, September 1982.（茅根

聡，『リース会計』新世社，1998年，60頁。）
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る，かかるリース取引について，これを賃貸借取引として処理することは，その取引実態を財

務諸表に的確に反映するものとはいいがたく，…（中略）…公正妥当な会計基準を設定するこ

とが，広く各方面から求められている。15」

ここでは，「ディスクロージャー制度を考える場合，投資情報として有用性の観点からは，提供

される情報は各企業間を通じて比較可能性が確保されている必要がある16」ともあるように，ディ

スクロージャーの拡充をその制定理由として記述している。

また，新井，北村は「国際的には，英米その他の国々において，さらには国際会計基準におい

て，リース会計基準がかなり整備され，わが国も会計基準の国際的調和の観点から，リース会計基

準の設定が求められていることも，基準設定の重要な背景の一つであったといえよう。17」と93年

基準の制定理由を述べている。第章が示す通り，IAS 第17号などとの「国際的調和化」による

オンバランス化もまた，その制定理由に挙げられているのである。

「国際的調和化」がおこなわれたとされる IAS 第17号「リースの会計基準」18 は国際会計基準委

員会（International Accounting Standards Committee，以下，IASC と略）によって，1982年に公

表されたものである。IAS 第17号は，リースを「賃貸人がリース料を得て，契約期間中資産の使

用権を賃借人に移転する契約19」と定義している。また，リース取引を「リース資産の所有に伴う

危険と便益を貸手または借手がどの程度もつかに基づいて行われる20」かに従って，ファイナンス

・リース取引とオペレーティング・リース取引に分類している。ファイナンス・リース取引に該当

するかの具体的な判定基準21 としては，次の 4 つが示されている。



――

22 茅根聡，前掲論文，721頁。

23 茅根聡，前掲論文，721頁。

24 茅根聡，前掲書，125頁。

25 茅根聡，前掲書，125頁。

26 新井清光他「座談会 リース会計基準の公表にあたって」『企業会計』第45巻，8 号，1993年，30頁。
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IAS 第17号の基本的立場は，ファイナンス・リース取引に資本化処理を要求するものである。

しかしながら，これらの判定基準は93年基準に所有権の有無によるリース取引の分類が存在して

いることから，93年基準と実質的に差異22 があるとされている。この点は，第章にて詳しく取

り扱う。とはいえ，会計処理の面では両基準において原則として，オンバランス化である売買処理

による資産化処理を分類しているという点では整合性がみられるとしている23。これが「国際的調

和化」がなされたとされる一つの要因であると考えることができる。しかし以下に述べる，所有権

移転外ファイナンス・リース取引における賃貸借処理の容認や重要性の原則の適用による開示の省

略や注記は，IAS 第17号にはみられないわが国独自の特徴とみることができる。

これらの IAS 第17号の記述を踏まえ，茅根は，93年基準には次の 2 点がその概要としてあげら

れるとした24。

(イ) 法的実体よりも経済的実体を優先するとの立場から，ファイナンス・リース取引に原則と

して通常の売買処理に準じた会計処理（売買処理＝資本化処理）を要求することによって，

当該取引によって生じた資産および負債を貸借対照表に計上している，すなわちオンバラン

ス化を原則としている点。

(ロ) 重要性の原則の適用によって，会計基準上で開示の省略や注記に関する簡略化を容認して

いる点。これによって，ファイナンス・リース取引のなかで，企業にとって質的にも量的に

も重要なリース取引だけが開示の対象となり，わが国において比較的利用割合の高いリース

物件はこの適用を受けて簡略化される可能性が指摘される。

これらを踏まえ，その会計処理をフローチャートに示すと次頁のチャート図 1 になる。

また，93年基準の最大の特徴として，リース業界やリース利用企業に対する配慮から，所有権

が移転しないファイナンス・リースは，通常の賃貸借取引に準じた会計処理（賃貸借処理）を容認

し，注記にて資本化処理に相当する情報を開示することを要求している点が挙げられるとした25。

この点に関して小川によれば，リースの利用上のメリットに第一に事務の合理化，第二に簡便な会

計処理にあるとしている26。しかしながら，93年基準では，ファイナンス・リース取引に，資産を

保有した場合と同様の売買処理が求められることによって，賃借人にとっては減価償却や利息に関

する，かなり複雑な処理が強制されることとなる。また，本基準の対象である証券取引法適用対象

会社において契約金額がきわめて少額なリース取引に対してすべて注記を行うことの煩雑さがある
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（チャート図） 年基準における会計処理のフローチャート

（出典） 筆者による。

27 新井清光他，同上論文，30頁。
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としている27。このような点から，リース事業協会をはじめとするリース業界に対しての配慮とし

て，所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸借処理の容認等の規定が設けられたとする意見

もある。

. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の例外処理

前節では，93年基準の最大の特徴として所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸借処理

が挙げられた。この会計処理は，93年基準の制定理由に関して方向性を示唆する顕要なものであ

るといえよう。ここでは，設例を通じその会計処理及び税務処理を示す。こうした提示から，なぜ

所有権移転外ファイナンス・リース取引に賃貸借処理が容認されたのかを金額的要素に着目し考察

する。

□ 
次のいずれかに該当する．

111リース契約にMづくリース期m1が1稔において!ill契約を肝除することができない

① リース取引であるOOM能）．121 In手が，当該契約1こ碁づき使Illする物件からもたらされる経済的~I益を実n的に1受

することができ，かつ，当該リース物件の使1111こ作って生じるコストを＇火 11的にn柑
することとなるリース取引（フルペイアウト).

YES 

ファイナンス・リース取引

(1)-(3)いずれかに該当する．② (I)所暉嘩呻J,定められているもの．
叩安胃All:がflされている。

(3)リース物件がII冽なII・様により制Ir されたもので 1~ (2);;::~リース期間が11済的即1年数の 75%以上で
ある．

YES 

I 所有権移転ファイ：ノス・ リース取りII 

所有権移転ファイナンス・リース取

引に基づく売買処理

ある．

油

所有権移転外ファイナソス・ リース取引

次のいずれかにII~する．

Ill肌姿住の乏しい禎Ii償却汀在で騎入1.¥1こftJII処用する

方法を採Illしているぢ合でリース科稔割が少領の取り1で

ある．

121リース期間が一年未溢．賃萎度が乏し（リース料紀領が

額万1'1未滋の取IIである．

三
YES 

NO 

オペレーティング・リース取引

OHS)いずれかに桟当する．

Ill肌要住の乏しい禎llilll月i'il!で騎入1.11こ111り処理する方法

を採Illしているほ合でリースfl紀顕が基準偵以下の取り1で

ある。

12)リース期間が一年以内のリース取引．

131数9月程疫の,,,前予告により片r,可能なリース取りI,
(4)if{嬰度が乏し（リ ース科誌碩が 300万円未漏の取り1であ

る．

151iりリース取り1である．

▼ No 
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（設例） 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る会計処理及び税務処理

リース取引は以下のとおりである。

リース期間（解約不能） 5 年

借手の見積現金購入価格 48,000千円

（借手には明らかでない。）

リース料総額 60,000千円

月額リース料（支払いは半年ごと） 1,000千円

経済耐用年数 8 年

減価償却方法 定額法

借手の追加借入利子率 年 8

（貸手の利子率を知り得ない。）

貸手の見積残存価格は 0 とする。

所有権移転条項・割安購入選択権は付されていない。

（出典） 日本公認会計士協会「リース取引の会計処理及び開示に

関する実務指針」，1994年，「設例 1」。

（図表） 年基準公表時点での会計処理及び税務処理

リース取引の分類（リース会計基準) 会計処理 税務処理

ファイナンス・リース取引

所有権移転ファイナンス・リース取引 売買処理 売買処理

所有権移転外ファイナンス・リース取引 原則売買処理

例外賃貸借処理

賃貸借処理

オペレーティング・リース取引 賃貸借処理 賃貸借処理

（出典） 太田昭和監査法人『リースの会計処理と税務』中央経済社，2000年，132頁。一

部筆者修正。

（図表） 各処理における費用計上額及び損金計上額

（単位千円）

年数 原則売買処理 例外賃貸借処理 税務処理賃貸借処理

1 13,537 12,000 12,000

2 12,834 12,000 12,000

3 12,067 12,000 12,000

4 11,234 12,000 12,000

5 10,328 12,000 12,000

（出典） 筆者による。

28 太田昭和監査法人『リースの会計処理と税務』中央経済社，2000年，132頁。
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設例 1 の考察に際して，当時のリース会計基準である93年基準と税務通達におけるリース取引

に関する処理をまとめると図表11のようになる28。この図表11にある所有権移転外ファイナンス

・リース取引の会計処理及び税務処理をみる。会計処理に関しては先にも示した通り，原則売買処

理，例外賃貸借処理となっている。一方，税務処理では，原則例外に関わらず賃貸借処理すること
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29 日本公認会計士協会「リース取引の会計処理及び開示に関する実務指針」，1994年，「三 2」。

30 日本公認会計士協会「リース取引の会計処理及び開示に関する実務指針」，1994年，「三 3」。

31 服部勝『詳説 リース会計基準』税務研究出版社，2008年，4 頁。
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が定められている。ここに93年基準と税務通達には原則処理に相違点が存在していたこととなる。

次に，図表12による費用と損金の計上額をみていく。93年基準による費用の計上額は，原則処

理である売買処理を行った場合は，減価償却費及び利息費用の合計額となる29。例外処理である賃

貸借処理を行った場合は，各期におけるリース料が年額で計上される30。両者の金額を比較すると

売買処理を行った場合は，リース期間の初期 1～3 年目の計上額は13,537（千円），12,834（千円），

12,067（千円）と賃貸借処理における計上額12,000（千円）を超える金額が費用として計上される

こととなる。ここに，売買処理における利益圧縮作用によるいわゆる利益の繰り延べが現れること

になる。では，なぜ節税効果をもたらす利益の繰り延べが生じている売買処理に対して，リース事

業協会等への配慮のもと例外処理の賃貸借処理が容認されたのだろうか。例外処理を追加する形で

容認した理由は，どこに在るのか。

この点に関して，明らかにするために注目すべき点は，税務処理における賃貸借処理である。金

額は，会計基準における賃貸借処理のそれとは相違はみられない。しかしながら，会計基準上で例

外処理が認められている所有権移転外ファイナンス・リース取引には，税務通達では原則または例

外の選択に関係なく，賃貸借処理が適用される。企業においては，売買処理を選択することによる

利益の繰り延べ効果は発生しない。そのため，財務状態を正常なものにみせるためにも費用計上額

が少ない例外規定である賃貸借処理がほとんどの場合で選択されることになる。会計実務上でも結

果的にほとんどの企業が例外処理である賃貸借処理を選択している31。前項で示した事務の合理化

や簡便な会計処理といった理由以外にも，リース事業協会への配慮がこのような金額的要素として

看取することができるのである。

 リース取引に対する税務上の取扱い

本章は，93年基準に対して租税の観点として，1978年 7 月20日に発遣された税務通達直法2

19，直所325「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱いについて」（昭和53年通達）及び1988

年 3 月30日に発遣された直法27「リース期間が法定耐用年数よりも長いリース取引に対する税務

上の取扱いについて」（昭和63年通達）を取り扱う。この二つの税務通達は，93年基準制定以前に

リース取引の税務処理を示したのであり，93年基準に影響を与えたと考えられる。これらの税務

通達の発遣理由及び処理をチャート図や設例によって明らかにする。
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32 直法219，直所325「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱いについて」，1978年，「趣旨」。

33 秋山正明『リース会計の実務』中央経済社，1992年，173頁。
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. 昭和年リース通達による取扱い

 昭和年リース通達の特徴

昭和53年通達「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱いについて」の「趣旨」では次のよ

うにその発遣理由が述べられている。

「（趣旨）現在一般に広く行われているいわゆるファイナンス・リースについては，その経済的

実質において一般の賃貸借と異なる面を有していることから，これを一般の賃貸借と同様に取

り扱うことに課税上弊害のあるものとして認められるもので，個々のリース取引の経済的実質

に応じてこれを売買取引等として扱うこととし，その処理の統一を図ることとしたものであ

る。32」

ここでは，課税上の問題があるとして経済的実質に基づいて，一般の賃貸借取引として処理され

ていたリース取引を売買取引等として取扱い，処理することを求めている。

本リース通達が対象としている取引及びそれに対応する処理は，以下のようになっている33。

(イ) 不動産，専用施設，特定不能物件のいずれかを対象とするもの，リース期間終了時の実

質的な無償譲渡条項が付されているもの，あるいはリース期間が物件の法定耐用年数より

も相当短く設定され，選択購入権が付されているもの。

(ロ) 中古資産のセール・アンド・リースバック取引。

(ハ) リース期間が物件の法定耐用年数より相当短く設定され，事実上再リースが見込まれて

いるもの。

取引(イ)は売買として取り扱うものである（以下，売買処理とも略）。この点は，次項の設例 2

にて記述するところである。取引(ロ)は金融取引として取り扱うものである（以下，金融処理とも

略）。この点は，次項の設例 3 にて記述するところである。取引(ハ)はリース料の一部を前払費用

として取り扱うものである（以下，前払費用処理とも略）。この点は，次項の設例 4 にて記述する

ところである。昭和53年通達はこれらの取引にそれぞれ対応する税務処理を適用したのである。

これらを踏まえ，税務処理に関するフローチャートを示すと次頁のチャート図 2 になる。

 昭和年リース通達の発遣理由

ここでは，設例を設けその税務処理から金額的要素に着目することで，昭和53年通達の発遣理

由を明らかにする。そのため用いる設例は，前項昭和53年リース通達の特徴にて同リース通達
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（チャート図） 昭和年通達における税務処理のフローチャート

（出典） 筆者による。

（設例） 昭和年通達において売買として取り扱う取引

リース取引は以下のとおりである。

リース料総額 1,200万円

物件総額 900万円

金利その他手数料 300万円

リース期間 5 年

減価償却方法（旧定率法） 償却率0.175

法定耐用年数 12年

リース料（年間） 240万円

このリース取引は昭和53年通達 2 のに該当する。

（出典） 堀之内健二「リース取引に関する税務上の取扱い」『産

業經理』38巻11号，1978年，97頁。一部筆者修正。
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賃貸借契約

次の面方に該当する．

③ I (I)解約不能リース期間中のリース料総額が当該リース物件の取得のために要す
る価格の9096以上である．

(2)リース期間中における契約の解除が禁止されていること。

YES 

リース取引

,i,,1; 杖南のリースパック取引である

YES NO 

火灯的に金慮ll<'/1である．
(1)---(4)のいずれかに該当する．

(I)期間経過後に熊償又は名目的な対価による譲

YES ④ I~>不動産リースである ．
渡又は再リースが定められている．

(3)リース物件が特別な仕様により制作されたも

のである．

(4荊定不可能物件リースである。

YES 

NO 
非リース取引

リース舅11//1がリース物件の法定耐Jll年数の

7096より短く 設定されかつ¥'JII安購入選択権が

付されている。

YES NO 

取引状況等からリース物件の返遠・廃棄がllJIらかである。 l1iリースを見込む短期リースである。

YES YES 

前払費用処理
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（図表） 賃借人の仕訳

（単位万円）

年 度 取引時点 発遣前賃貸借処理 発遣後売買処理

第 1 年度 リース取引開始日 （借）リース物件 900

（貸）未払金 900

第一回

リース料支払い日

（借）支払リース料 240

（貸）現金 240

（借）未払金 180

支払利息 60

（貸）現金 240

期末修正事項 （借）減価償却費 157.5

（貸）固定資産 157.5

（出典） 筆者による。

（図表） 賃借人に係る損金計上額

（単位万円）

年数 発遣前賃貸借処理 発遣後売買処理

1 240 217.5

2 240 189.9375

3 240 167.1984

4 240 148.4387

5 240 132.9619

6 0 60.1936

7 0 49.6597

8 0 40.9692

9 0 33.7996

10 0 27.8847

11 0 23.0048

12 0 18.9790

（出典） 筆者による。

（図表） 各処理による損金計上額の推移

（単位万円)

（出典） 筆者による。

34 直法219，直所 325「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱いについて」，1978年，「4」。
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が対象として挙げた取引である。これらの取引に対応する三つの異なる税務処理を設例にとって考

察する。

設例 2 の取引は，昭和53年通達において売買として取り扱われる場合のリース取引である34。図

表21の仕訳は，設例の取引に対して通達の発遣前後の仕訳を示したものである。昭和53年通達発

遣前の実務上の仕訳が賃貸借処理であり，発遣後に通達によって定められた処理が売買処理である。

図表22は各処理の損金計上額を示したものである。賃貸借処理では，リース期間中に定額の

リース料が損金経理される。一方売買処理では，リース物件を売買したものとして減価償却費を計

300 
賃貸借処理

200 

100 

゜1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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（設例） 昭和年通達において金融取引として取り扱う取引

リース取引は以下のとおりである。

中古資産のリースバックを行った。

中古資産の概要

取得価格（残存価格） 4,467(467）万円

現在の簿価 4,067（取得後一年経過）

耐用年数 6 年

償却方法 定額法

中古資産のリース会社への譲渡価格 5,000万円

リース期間 5 年

リース料総額 6,000万円

年間リース料（内利息） 1,200(192）万円

（出典） 太田昭和監査法人編『リースの会計処理と税務』中央経済社，

2000年，146頁。一部筆者修正。

（図表） 賃借人の仕訳

（単位万円）

年 度 取引時点 発遣前賃貸借処理 発遣後金融処理

第 1 年度 中古資産譲渡時 （借）現金預金 5,000

（貸）固定資産 4,067

固定資産売却益 933

（借）現金預金 5,000

（貸）借入金 5,000

第一回

リース料支払日

（借）支払リース料 1,200

（貸）現金預金 1,200

（借）借入金 1,008

支払利息 192

（貸）現金預金 1,200

（賃借人がリース料の額のうち元

本返済額が均等に含まれている

ものとして処理する）

期末修正事項 （借）減価償却費 600

（貸）固定資産 600

（出典） 筆者による。

35 直法219，直所325「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱いについて」，1978年，「6」。
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上し，リース取引に係る取得費用に含まれない金額（金利その他手数料）はリース期間に対応させ

損金として計上される34。最終的な推移は，図表23にあるように売買処理によって損金計上が抑

えられていることがわかる。

設例 3 は，金融取引として取り扱う場合のリース取引である35。金融処理の対象は，主に中古資

産のセール・アンド・リースバック取引である。その仕訳は，図表31のように中古資産の譲渡が

借入金として処理され，各期に借入金による支払利息が損金として計上されることとなる35。次頁

の図表32，33の損金計上額は賃貸借取引の場合，売却益により初年度は，金融処理に比べ少な

く計上される。しかしながら，リース期間を通じての通算では，金融処理によって各期に一定額計
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（図表） 賃借人に係る損金計上額

（単位万円）

年数 発遣前賃貸借処理 発遣後金融処理

1 267 792

2 1,200 792

3 1,200 792

4 1,200 792

5 1,200 792

（出典） 筆者による。

（図表） 各処理による損金計上額の推移

（単位万円)

（出典） 筆者による。

（設例） 昭和年通達においてリース料金の一部を前払費用として取り扱う取引

リース取引は以下のとおりである。

基本リース期間 5 年

再リース期間 3 年

基本リース期間のリース料総額 2,400万円

基本リース期間の年間リース料 480

再リース期間のリース料総額 144万円

再リース期間の年間リース料 48万円

（出典） 堀之内健二「リース取引に関する税務上の取扱い」『産

業經理』38巻11号，1978年，100頁。一部筆者修正。

（図表） 賃借人に係る損金計上額

（単位万円）

年数 発遣前賃貸借処理 発遣後前払費用処理

1 480 318

2 480 318

3 480 318

4 480 318

5 480 318

6 48 318

7 48 318

8 48 318

（出典） 筆者による。

36 直法219，直所325「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱いについて」，1978年，「5」。

（図表） 各処理による損金計上額の推移

（単位万円)

（出典） 筆者による。
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上される金額よりも，賃貸借処理による金額の方が多く損金計上されることとなる。

設例 4 は，リース料金の一部を前払費用として取り扱う場合のリース取引である36。これは，

リース期間がリース物件の法定耐用年数よりも相当短く，早期償却と同様の効果をもたらすリース

1500 

1000 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

゜

500 

゜

賃貸借処理

-I 
金融処理

1 2 3 4 5 

12345678  
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37 直法219，直所325「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱いについて」，1978年，「趣旨」。

38 直法27「リース期間が法定耐用年数よりも長いリース取引に対する税務上の取扱いについて」，1988年，

「趣旨」。
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取引に対して適用される。図表41，42にあるように，賃貸借処理においては，早期償却をもた

らすためリース期間の早い段階で多く損金を計上している。前払費用処理においては，一部を前払

費用として処理することで損金の計上額を平準化し，抑えている36。

以上，昭和53年通達に設例を用いてそれぞれの処理における損金計上額を明らかにした。通達

によって定められた売買処理，金融処理，前払費用処理いずれの処理においても発遣前の賃貸借処

理に比べ，損金の計上額が抑えられていた。したがって，昭和53年通達は，徴税目的が通達の発

遣理由にあったとすることができる。つまり，昭和53年通達では，賃貸借処理を原則としなが

ら，「経済的実質｣37 のもとでそれぞれの処理を「課税上の弊害」という徴税目的を根拠に例外的に

規定したのである。

. 昭和年リース通達による取扱い

 昭和年リース通達の特徴

昭和63年通達「リース期間が法定耐用年数よりも長いリース取引に対する税務上の取扱いにつ

いて」の「趣旨」では次のようにその発遺理由が述べられている。

「（趣旨）リース取引の中には，その経済的実質において一般の賃貸借と異なる面を有している

ためこれを一般の賃貸借と同様に取り扱うことに課税上の弊害があるものも認められることか

ら，昭和53年 7 月20日付直法219，直所325「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱い

について」通達を定めて，個々のリース取引の経済的実質に応じてこれを売買取引等として取

り扱うこととし，その処理の統一を図ってきたところである。しかしながら，いわゆるレバレ

ッジド・リース取引に代表されるような賃貸借期間が法定耐用年数よりも長いリース取引につ

いては，一般の賃貸借と同様に取り扱うことに課税上弊害のあるものが認められる。このた

め，リース取引については，現行リース通達による取扱いによるほか，下記により，個々の取

引の経済的実質に応じて金融取引又は売買取引として取り扱うこととし，処理の統一を図るこ

ととする。38」

レバレッジド・リース取引とは，経済的使用可能年数が法定耐用年数を超えるものに対し，リー

ス期間を法定耐用年数より長期に設定することで，定率法を使用すればリース期間の初期にリース

料収入を大きく上回る減価償却費を計上することができ，リース会社が利益の繰り延べ効果を得ら

れるというものである。レバレッジド・リース取引が対象とする物件は，大型航空機という場合が
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39 秋山正明，前掲書，63頁。

40 秋山正明，前掲書，63頁。

（チャート図） 昭和年通達における税務処理のフローチャート

（出典） 筆者による。
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多く，その問題が国会に飛び火するほど，その影響が大きいものであった39。こうした事態を重視

した税務当局では，すでに課税上弊害の大きなものには，昭和53年通達により金融取引とみなす

などと処理してきているが，改めて取り扱いを通達とした40。

昭和63年通達は，レバレッジド・リース取引に，課税上の問題があるとして本通達の対象とし

て金融取引又は売買取引による処理を求めている。対象とするレバレッジド・リース取引は次のよ

うに定められている。

賃貸借契約

＇＊ 
リース期間が目的柑産の耐用年数に比

して相当短いものである。

m貸偕期間く法定耐用年数X70)。
昭和 53年通達対象

NO 

貨貸偕期間＞法定耐用年数 X120% 

NO 

YES 

(1)-(4)のすぺてに該当

(I)フルベイアウト、解約不能のリース取

引である。

⑥ I <2)公正市場価格が付されていない。
(3)リース物件が特別な仕様により制作さ INO 
れたものである。

(4)特定不可能物件リースである。

YES 

新規取得社産の リースパックである。
リース物件の取得が実行的にr'i

NO 

YES YES 

金融処理 売買処理 賃貸借処理
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（設例） 昭和年通達において売買処理及び金融処理をおこなうレバレッジド・リース取引

賃貸人側の取引は以下のとおりである。

物件総額（航空機） 20億円

出資金総額 5 億円

借入金総額 15億円

出資形態 匿名組合契約

リース契約期間 12年

減価償却方法（定率法） 償却率0.206

法定耐用年数 10年

購入オプション価格 45

リース料収入（年間） 2.25億円

借入金利率 年10

（出典） 秋山正明『リース会計の実務』中央経済社，1992年，

241頁。一部筆者修正。

（図表） 各処理における益金計上額及び損金計上額（なお，Xは損金の計上額を示す。）

年数 発遣前賃貸借処理 発遣後金融処理 発遣後売買処理

1 X337,000 0 58,333

2 X244,628 0 X91,667

3 X168,990 0 X84,167

4 X106,408 0 X75,917

5 X53,941 0 X66,842

6 X9,229 0 X56,859

7 29,634 0 X45,879

8 64,187 0 X33,800

9 95,688 0 X20,513

10 125,171 0 X5,897

11 153,501 0 10,179

12 955,833 900,000 927,864

（出典） 筆者による

41 直法27「リース期間が法定耐用年数よりも長いリース取引に対する税務上の取扱いについて」，1988年，「1」。
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「賃貸借契約に係る取引のうち次のすべての要件に該当する賃貸借取引又はこれに準ずる賃貸

借取引で，賃貸借期間（再賃貸借することが明らかなものについては，当該再賃貸借に係る賃

貸借期間を含む。）が賃貸借物件の法定耐用年数の100分の120に相当する年数（1 年未満の端

数がある場合には，その端数を切り上げる。）を超えるものは，金融取引又は売買取引として

取り扱う。41」

これらの記述を踏まえ，税務処理に関するフローチャートを示すとチャート図 3 になる。

 昭和年リース通達の発遣理由

ここでは，昭和63年通達の適用対象であるレバレッジド・リース取引の設例として以下の設例 5
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（図表） 会計基準・税務通達における処理及び制定・発遣理由

原則処理 例外処理 制定・発遣目的

93年基準（会計基準） 売買処理 賃貸借処理 オンバランス目的

昭和53年通達・昭和63年通達

（税務通達）

賃貸借処理 売買処理

金融処理

前払費用処理

徴税目的

（出典） 筆者による。

42 秋山正明，前掲書，63頁。

43 直法27「リース期間が法定耐用年数よりも長いリース取引に対する税務上の取扱いについて」，1988年，

「一」。

44 直法27「リース期間が法定耐用年数よりも長いリース取引に対する税務上の取扱いについて」，1988年，

「趣旨」。
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を取り扱う。ここでは，税務処理に基づく金額的要素に着目し，その発遣理由を探る。なお，レバ

レッジド・リース取引は，主としてリース物件の所有者である賃貸人に所得の繰り延べが生じる42

ため設例においても賃貸人の処理のみ示すこととする。

レバレッジド・リース取引は，法定耐用年数を超える年数をリース期間として設定し，これらの

関係性を利用した減価償却費とリース料収入による処理によって賃貸人に節税効果を生み出す点

に，その本質的機能が存在する。

しかしながら，金融処理として処理をされると賃貸人が賃借人より購入したリース物件を担保

に，賃借人に貸付けを行ったとみなされ，賃貸人が受け取るリース料収入は貸付金の回収，利息の

受け取りとされる。本設例では，賃貸人がレバレッジド・リース取引を行うに際して借入金が存在

することから，金融処理を行う場合，図表51の金額が計上されることとなる43。次に，売買処理

として処理されると賃貸人は，延払条件付譲渡の適用を受ける。本設例においては，売買処理によ

る収益と費用の金額に延払条件付譲渡による方法を適用して，図表52の金額が計上されている。

金額的要素として各取引をみると賃貸借処理に比べ，金融処理，売買処理による場合の方が損金が

少なく計上され，レバレッジド・リース取引における本質的機能である節税効果が薄くなっている

のがわかる。

つまり，昭和63年通達は，昭和53年通達と同様に，徴税目的が通達の発遣理由にあり，これを

レバレッジド・リース取引に対し，「経済的実質｣44 のもと例外的に売買処理等を規定することで対

応したのである。

 年リース会計基準の制定理由の再検討

以上93年基準，昭和53年通達及び昭和63年通達における制定理由及び発遣理由，会計処理及び

税務処理を明らかにした。本章はこれらの内容をふまえて，93年基準について再検討をおこな

う。取り扱った会計基準及び税務通達の特徴点をあげると次の図表 6 のようになる。
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会計基準は，ディスクロージャーの拡充や IAS 第17号をはじめとした「国際的調和化」のもと，

ファイナンス・リース取引に売買処理に準じた会計処理を原則とすることで，借手にオンバランス

化を求めたとされている。一方で，税務通達は，原則の賃貸借処理に加え，早期償却と同様の効果

を得るように設定されたリース取引やレバレッジド・リース取引という節税効果のあるリース取引

に対し，「課税上の問題」という文言で徴税目的のもと，例外処理として売買処理等を求めた。同

じ売買処理を求めるものであっても，その目的は大きく異なるのである。ここに税務通達から会計

基準への変遷における売買処理の原則化がみられる。これは，リース会計基準による売買処理とい

うリースの制度的意味の表明であるといえよう。

では，この変遷に基づき原則化した売買処理は，果たして如何なるものなのであろうか。この疑

問こそ本稿における検討課題である。これについて注目すべき点は，これまでの検討で明らかにな

った93年基準（チャート図 1），昭和53年通達（チャート図 2），昭和63年通達（チャート図 3）の

チャート図である。チャート図 1 の93年基準における原則処理である所有権移転ファイナンス・

リース取引の売買処理，そのフローには判定基準が 2 箇所存在する。1 箇所目は，リース取引をフ

ァイナンス・リース取引かオペレーティング・リース取引かに分類する基準である（チャート図 1

◯）。2 箇所目は，ファイナンス・リース取引にその所有権の有無を問う分類基準である（チャー

ト図 1 ◯）。これらの分類基準に関して，大きく影響を与えたと考えることができるものが存在す

る。それは，昭和53年通達，昭和63年通達である。これら税務通達のチャート図（チャート図 2，

3）をみると，93年基準の所有権移転ファイナンス・リース取引の具体的な判定基準に類似するも

のが存在していることがわかる（なお，該当箇所には，チャート図では，網掛けとなっている）。

これらを詳しくみると以下の通りである。

まず，1 箇所目の分類基準であるリース取引をファイナンス・リース取引かオペレーティング・

リース取引かに分類する基準（チャート図 1 ◯）は，会計基準上では，いわゆるフルペイアウト

と解約不能のリース取引が判定基準となっている。これについて，昭和53年通達における賃貸借

契約がリース取引に該当するか否かの判定基準（チャート図 2 ◯，），昭和63年通達における

レバレッジド・リース取引に該当するか否かの判定基準の一部（チャート図 3 ◯）がほぼ同様

のものとなっている。2 箇所目の分類基準は，ファイナンス・リース取引にその所有権の有無を問

う分類基準である（チャート図 1 ◯）。ここでは，所有権の有無を問う判定基準（チャート図 1 ◯

）以外に，割安購入権が付されている。リース物件が特別な仕様により制作されたものであ

る。が判定基準として定められている。これらについては，昭和53年通達における売買処理に該

当するか否かの判定基準（チャート図 2 ◯及び◯）と昭和63年通達におけるレバレッジド・リー

ス取引に該当するか否かの判定基準（チャート図 3 ◯）に同様の内容とみることができるもの

が存在している。これらの税務通達にかかる判定基準はいずれも売買処理に関するものである。こ

の点から，93年基準に対する税務通達の影響の一端をも見出すことができる。

つまり，先行研究によれば，93年基準は，ディスクロージャーの拡充や IAS 第17号とのファイ
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ナンス・リース取引における『売買処理』による調和化を図るためと称して「経済的実質優先」思

考の下で『売買処理』が導入されたとされている。しかしながら，以前に日本では税務通達におい

て既に「売買処理」がリース取引の処理に導入されている。

税務通達は徴税目的の下で損金計上の増額を認めないようにするため「売買処理」を規定してい

る。そのため，税務通達上の売買処理は93年基準上のそれとは性質を異にするものである。先の

チャート図の比較から明らかな通り，同基準は確定決算主義との関係から徴税目的に資するための

「売買処理」を採用している側面がより明確となった。この点は従来の先行研究では言及されてい

なかった点である。このことから，93年基準の売買処理については，「国際的調和化」をスローガ

ンに掲げながらも，税務通達による影響は否定できなかった論理的必然性が存在していたといえ

る。さらに，93年基準の売買処理の導入にあたり，その制定理由において「経済的実質」という

それまで税務通達で用いられていた「理論」を踏襲しており，この点からも，税務通達による影響

が伺える。

また，この「売買処理」の採用は，当時の税務処理の関係からリース業界ならびにリース事業協

会には不利なものであった。そこで会計基準は，売買処理をリースに係る会計基準の原則処理とし

ながらも，所有権の有無という理論を構築し，所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理

に例外として賃貸借処理を認めた。いわば，妥協の産物として例外処理を規定し，リース事業協会

に配慮を行ったわけである。

このような例外規定により，第章で述べたような IAS 第17号との差異が生まれることとな

る。具体的には，第章で挙げた IAS 第17号でのリース取引をファイナンス・リース取引とオペ

レーティング・リース取引に分類している所有権移転基準，購入選択権基準，経済的耐用年数基

準，現在価値基準の 4 つの判定基準である。この 4 つの判定基準に関して93年基準にて類似する

ものはチャート図 1 の◯及び◯である。しかしながらこれらは，ファイナンス・リース取引を所

有権移転ファイナンス・リース取引と所有権移転外ファイナンス・リース取引に区分することを前

提としているため，判定自体がその二つのいずれかに該当するものであるかを判定する基準となっ

ている。判定基準の内容としてもチャート図 1 の◯の現在価値の90基準やの経済的耐用年

数の75基準などわが国独自のものが存在し，大きな差異がみられる。これは，IAS 第17号にお

いて 4 つの判定基準が並列している状況とは大きく異なっているのである。このような例外規定

の存在からも，93年基準が IAS 第17号との国際的調和化を図った結果とは直にはいえないのであ

る。

おわりに

本稿は，わが国における93年リース会計基準は税務とは無関係に国際的調和化をスローガンと

して，設定されたのかという検討課題のもと，93年基準の制定理由を改めて検討した。再検討の

結果，同基準では確定決算主義との関係から徴税目的に資するための「売買処理」を採用している
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側面がより明確となった。会計基準設定にあたり「国際的調和化」という大きな目的に対し，差し

当たり基準設定者は税務通達からオンバランス化処理として「売買処理」を採用することであたか

も目的を果たしたように形式を整えたのであろう。このような視点からみると，本基準の審議にあ

たった新井の「国際的調和のためにもなるべく早く会計基準をまとめる必要が生じてきた。45」と

いう意見にも合点がいくだろう。いずれにしても，わが国には伝統的に確定決算主義が存在してお

り，会計基準と租税は切り離すことのできないものであり，それは93年基準においても例外では

ないのである。今後の課題としては，今回の再検討を踏まえ現行基準における国際会計基準の国内

化と租税の関係性についてみていきたい。
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